
事務所移転のお知らせ 

当ビル３階と４階にある各事務所は、下記のとおり移転します。 

現事務所での業務は令和 2年９月 18 日(金)をもって終了し、 

新事務所では令和 2年９月２３日（水）から業務を開始します。 

港湾空港局港営課洞海業務係 

（現庁舎３階） 
電話番号 093-761-3425 

若松区役所 東棟４階 
〒808-8510  
若松区浜町一丁目１番１号 
※いずれの事務所も 
電話番号は現在と同じです 

港湾空港局整備課西部工事係 

（現庁舎４階） 
電話番号 093-761-3427 

北九州埠頭(株)洞海事務所 

（現庁舎３階） 
電話番号 093-761-1828 

久岐の浜マリンコア 1階 
〒808-0054 
若松区久岐の浜７番１号 
※電話番号は現在と同じです 


